
喜茂別町妊婦支援給付金
のお知らせ

喜茂別町では、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期
から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につ
なぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を2
回支給します。（死産になった場合も対象になりますので、ご相談ください。）

※転入された方は手続きが異なる場合がありますので、ご相談ください。

▼給付金申請（1回目）
･申請書兼請求書
･通帳のコピー

事業の流れ□□

▲制度説明につ
いては、こちら
（厚生労働省の
ページ）をご確
認ください。《喜茂別町保健福祉課 子育て支援室 TEL：０１３６－５５－５１０１》

【伴走型相談支援】
○面談の時期
妊娠届出時、妊娠８ヶ月頃、出生
届出後 （それぞれアンケートにも回答

いただきます）

○面談の対象者
妊婦・出生した子どもを養育する
方など

【経済的支援】
○妊婦支援給付金（1回目）

妊婦１人あたり ５万円
〇妊婦支援給付金（２回目）

  子ども１人あたり ５万円

・支給には申請が必要です。申請時に
指定した口座に振込ます。

妊
娠
届
出

面

談

ア
ン
ケ
ー
ト

妊
娠
８
ヶ
月
頃

面

談

ア
ン
ケ
ー
ト

出
生
届
出

面

談

ア
ン
ケ
ー
ト

▼給付金申請（2回目）
･申請書兼請求書
･通帳のコピー
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